
仕 様 書 
 

１ 役務件名：広報史料館エレベーター保守点検役務 

 

２ 役務場所：新潟県新発田市大手町６－４－１６ 陸上自衛隊新発田駐屯地 

 

３ 役務対象設備 

 

設 置 場 所 広報史料館 

製 造 元 (株)日立 

名 称 機械室レスエレベーター 

型 式 ＵＡＲ－１３－２Ｓ４５ 

数 量 １ 台 

停 止 階 ２階床停止 

定 員 １３人 

付 加 装 置 

火災時管制運転付き 

停電時自動着床装置付き 

初期微動感知地震時管制運転付き 

車椅子用操作盤付き 

ドアはさまれ検知機能付き 

 乗場側利用者検知機能付き 

設 置 年 月 平成２５年１２月 

 

４ 一般事項 

 

 (1) 本役務は本仕様書による他、下記仕様書及び関係諸規則によるものとする。 

   国土交通省監修「建築保全業務共通仕様書」 

 (2) 本仕様書及び図面に疑義が生じた場合には、監督官と協議を行いその指示に従うものとする。  

 (3) 役務実施に関して、隊員及び部外者等に障害等を与えた場合、または施設等に損害を与えた場 

  合は請負者の責任において復旧及び補償するものとする。 

 (4) 請負業者は現場代理人等を指定し、関係法令に基づき現場の管理を行い防災に努めること。ま 

  た、危険性のある場所には危険表示等の処置を行うものとする。 

 (5) 役務写真は、着工前、完成及び施工後隠蔽となる箇所、また、主要な段階状況、使用材料、そ 

  の他監督官の指示するものをサービス版サイズで整理し、１部を提出するものとする。 

ただし、デジタルカメラの使用については監督官の承諾を受けるものとする。 

 (6) 本作業に必要な申請及び提出書類は官側の示す規格様式で作成し提出するものとする。 

 (7) 作業完了後は、現場の後片付け及び清掃を行うものとする。 

 

５ 特記事項 

 

 (1) 本役務の業務従事者は、当該設備等を熟知したものが作業を行うものとする。 

 (2) 本役務に必要な工具、計器類、消耗品等は請負者において準備するものとする。 

 (3) 設備の保守点検項目、周期等は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築保全業務共通仕様書

及び同解説(平成３０年度版)「表７．２．６ 機械室なしエレベーター」を基準に行うものとす

る。 

 

 

 

 

役務名称 広報史料館エレベーター保守点検役務 番  号 １／２ 

種  別 仕 様 書 縮  尺  

作成部隊 陸上自衛隊新発田駐屯地業務隊管理科 



 

(4) 本役務の請負者は、２４時間出動体制を整えて不時の故障や事故が生じた場合は、官側からの 

  連絡を受けて速やかに復旧対応を行うものとする。また、エレベーター内の監視カメラと事務室 

  内のモニターを接続し、監視作業を行える状態にするものとする。 

 (5) 保守点検作業日時については、監督官と調整し、年間点検表を作成提出するものとする。 

 (6) 設備保守点検終了後は、点検結果報告書を１部監督官に提出するものとする。 

 (7) 設備保守は、フルメンテナンス契約とする。 

(8) 契約期間中エレベーター停電時自動着床装置用バッテリー４個・インターフォン用バッテリー

１個及び配線材一組の交換作業を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役務名称 広報史料館エレベーター保守点検役務 番  号 ２／２ 

種  別 仕 様 書 縮  尺  

作成部隊 陸上自衛隊新発田駐屯地業務隊管理科 



 

 

 

仕様書番号：第        号 

作成年月日：令和６年３月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報史料館エレベーター 

保守点検役務 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新発田駐屯地業務隊 
 

 

 


